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２－２ 歩道等幅員 

 

 

 

 

 

 

 

【解説１】歩道等の幅員 

歩道及び自転車歩行者道の幅員は、必要な有効幅員に各々の路上施設帯に応じた幅員を加えて

決定される。なお、路上施設帯の計画がない場合においても将来設置する可能性が高いことを

考慮し、歩道においては 2. 5ｍ、自転車歩行者道においては 3. 5ｍを最小幅員とすることを

標準とした。 

 

表２－２－１ 歩道等の幅員 

注１）路上施設帯の標準的な幅員については、表２－２－２を参照。 

注２）複数の路上施設を同時に設置する場合は広い方の幅員とする。 

 

 

表２－２－２ 路上施設帯の標準的な幅員 
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路上施設帯 
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ある場合 

有効幅員 2.0ｍ 

＋路上施設帯幅員 

有効幅員 3.0ｍ 

＋路上施設帯幅員 

有効幅員 3.5ｍ 

＋路上施設帯幅員 

有効幅員 4.0ｍ 

＋路上施設帯幅員 

路上施設帯 
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２．５ｍ ３．５ｍ ４．０ｍ ４．５ｍ 

横 断 

歩道橋 

ベンチ

上 屋
並木 ベンチ その他

３．０ｍ ２．０ｍ １．５ｍ １．０ｍ ０．５ｍ

１．歩道等の幅員は、歩道 2.5ｍ以上、自転車歩行者道 3.5ｍ以上を標準

とする。ただし、歩行者の交通量が多い場合は、歩道４.0ｍ以上、自転

車歩行者道４.5ｍ以上を標準とする。【解説１】 

２．植栽、電柱、規制標識、道路付属物、その他占用物件等は、路

上施設帯に設けることを徹底し、歩道等の有効幅員の確保に努

めるものとする。【解説２】 
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２）の場合ににおける横断断防止柵等のの設置例 


